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厚生科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

母子健康手帳の利用状況と SIDS 予防キャンペーンの保護者への普及状況についての研究 
 

分担研究者 藤本 眞一 広島女子大学生活科学部人間福祉学科助教授 

 

研究要旨 母子健康手帳の内容等の新たな改訂に役立てるため、手帳の利用状況を調査

し、あわせて厚生省の実施した SIDS 予防キャンペーンの保護者への普及状況について、

かつてない 10,900 件にわたる大規模な保護者に対してアンケート調査を実施した。そ

の結果、母子健康手帳の既読率、記入率とも、日本の識字率の高さに合わせていずれも

9 割 5 分以上の高率であった。また保護者は、特に予防接種に関する事項に関心が高か

ったが、学童期に関して記述がないため、今後、学校保健分野と連携し改善を要すると

考えられる。少子・高齢・核家族化時代を反映して、子育てに関する情報や父親の育児

に関する事項の記述を求めるものが多かったが、今後の手帳改訂の際に考慮すべきであ

ろう。また SIDS の厚生省キャンペーンについては、保護者の 8 割以上にその内容が普

及していたが、時代を反映してマス・メディアによるものが多く、正確であるがあまり

一般国民に興味の持ちにくい種類の情報の展開に関して、地方母子保健担当セクション

がどのような役割を演じていくべきか、十分認識する必要がある。 

 

Ａ．研究目的 

母子健康手帳（以下、単に「手帳」と呼称する。）

は、妊娠、出産、出産及び育児に関する一貫した健康

記録であるとともに、妊娠及び乳幼児に関する行政情

報、保健、育児情報を提供するものである。また手帳

は、母子保健対策の一環として市町村によって妊娠の

届出をした者に対して交付されるものである。これは

母子保健サービスが地域に密着すべきものだからであ

り、各市町村の特性が盛り込めるように母子保健サー

ビスや子育てに必要な情報についての内容は、母子保

健法の改正により平成 4年度から母子健康手帳の交付

事務が市町村に委譲され、手帳の作成等についても市

町村において行われることとなったものである。その

ため、各市町村によって異なる部分（いわゆる「後半

の部分」）がある。 

このように手帳の事務が市町村に委譲されたが、過

去 50 年以上もの間、手帳の改訂は主として母子保健

関係の有識者の意見に基づき実施され、手帳の利用者

である住民（主として母親）の立場に立った真の見直

しは実施されてこなかった。そこで、手帳の内容等の

今後の新たな改訂に役立てるため、手帳の利用状況等

についてかつてない大規模なアンケート調査を実施し

た。 

ところで近年、乳幼児突然死症候群（Sudden Infant 

Death Syndrome, 以下 SIDS と呼称する。）が小児

医学の分野で重要視されるようになってきている。わ

が国においては、かつて多くの子どもの命を奪った感

染症や脱水症など医学の進歩や社会環境の改善によっ

て大幅に減少しているため、それに代わり、以前は関

心を持たれていなかった SIDSが乳児死亡原因の上位

（平成 8年の人口動態統計では第 3位）を占めるよう

になってきたためである。そこで、SIDS を減少させ

ることが乳児死亡率の更なる改善につながると考えら

れる。ところで、SIDS の原因はまだ解明されていな

いが、発病が子宮内環境や乳児の生活環境によって確

率的に異なることはわかっている。そのため、広く

SIDS のリスク・ファクター（「うつ伏せ寝」、「人

工栄養」、「父母の習慣的喫煙」）に関する情報を普

及啓発する必要がある。わが国では、1998年に厚生省

による SIDSの予防キャンペーンが展開された。そこ

で、このキャンペーンで国民に提示された「仰向け寝」、

「母乳栄養」、「父母の禁煙」という三本柱について、
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母親などの保護者がどの程度理解して実践しているか、

この手帳の調査と同時にアンケートを実施し、合わせ

て評価した。 

 

B．研究方法 

 調査客体は、平成11年11～12月において、横浜市、

新潟県、岐阜県、静岡県、広島県（地方自治法施行令

で特に指定されている広島市を除く。）及び広島市内

（以下、四県二指定都市）の表 1 に掲げる231の市町

村・区において 1歳 6か月児健康診査を受診する保護

者のうち、この調査に同意する者とした。具体的には、

保護者へのアンケート形式とし、手帳に関する事項や

SIDS に関する保護者の意識と厚生省キャンペーン後

の育児環境の変化に関する事項について、A4 判 2 枚

分の合計 16 問の質問票を作成し、記入を求めた（資

料）。記入方法については、四県二指定都市のうち、

健康診査受診勧奨通知を事前に連絡する市町村におい

ては、健康診査連絡に同封し、回答の上健康診査時に

封に入れて持参したものを回収した。一方、健康診査

通知を連絡しない市町村においては、健康診査の待ち

時間の間に記入を求め、その場で封筒に入れ、回収し

た。 

 

Ｃ．研究結果 

アンケート集計数の合計は、横浜市2区 484 枚、新

潟県 67市町村 2,417枚、岐阜県 52 市町村 1,646 枚、

静岡県 61 市町村 2,972 枚、広島市 8 区 1,656 枚、広

島県 41市町村 1,725枚の合計 10,900枚となった（表

1）。これらの集計結果をアンケートの質問順に述べ

る。 

まず、手帳内容を読んだ経験では有効回答（以下同

じ。）10,651名中10,470名の 98.3％が経験ありと回

答している（表 2-1） 。また手帳の記入では97.8％が

経験ありと回答している（表 2-2）。個別の記録では、

健診や体重などの記録を見たことがある者は 99.6％

にも及び、関心の高さが伺える（表 2-3）。市町村が

自由に作成できる後半の部分においては、全部読んだ

者は半数にも満たない 47.1％となったが、一部読んだ

者 51.5％を含めると、ほとんどの保護者が目を通した

ことになる（表 2-4）。医療機関等への所持では「い

つも持っていく」と回答したものが 68.5％であったが、

「ほとんど持っていかない」も 10.1％にものぼった

（表 2-5）。手帳の紛失経験では、0.9％に経験があっ

た（表 2-6）。子育てにおいて手帳か役立ったかどう

かについては、「とても」が 41.5％、「少し」が 45.5％

とかなり有用であったと言える（表 2-7）。役に立っ

た内容については、「予防接種」81.6％、「乳幼児健

診の記録」77.3％、「新生児の記録」75.0％、「出産

の記録」74.0％、「妊娠の記録」72.2％が高かったが、

「歯科の記録」は 21.3％と低かった（表 2-8）。使い

やすさについては、「とても」30.2％、「少し」25.8％

であったが、「どちらともいえない」が 34.1％であっ

た（表 2-9）。内容を改善する際に期待していること

は、「子育て」に関してが 60.6％と高かったが、それ

以外では「父親のことも書く欄」23.0％や「カラーの

増頁」18.1％であった（表 2-10-1）。その他自由記載

が 23.8％あったが、その主な内容は、自由記載欄を増

頁、手帳のサイズ（よりコンパクトに、薄く）、表紙

のデザインに対する不満（キャラクターを工夫するな

ど）、文字の大きさ（小さ過ぎる）、予防接種の時期

等の記載及び問診票の添付、見出しの設定、父親にも

有用にすること、などであった（表 2-10-2）。個別の

記入状況では、「妊婦の健康状態」、「妊娠中の経過」、

「出産の状態」、「１か月健康診査」、「３～４か月

健康診査」、「予防接種の記録」がいずれも 95％以上

であったのに対し、「妊娠中と産後の歯の状態」24.9％、

「今までにかかった病気」44.3％などが低かった（表

2 - 1 1 - 1 ～1 5 ）。 

次に SIDSについての質問について述べる。まず乳

児期の通常の寝かせ方については、「あおむけ」が

67.3％であり、「うつぶせ」は 6.8％であった（表

2-12-1）。母乳栄養は 42.8％を占めたが、その一方混

合栄養が 36.8％であった（表 2-12-2-1）。乳児期の喫

煙習慣は、「両親とも」が 8.6％、「父のみ」が 50.2％

であった（表 2-12-3）。SIDS については 91.2％が聞

いた経験があり（表 2-13）、82.8％が三本柱の対極に

あるリスク・ファクターである「うつぶせ寝」、「人

工栄養」、「保護者の喫煙」との関係の知識を聞いた
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経験があった（表 2-14）。知識の入手場所しては「テ

レビ」が 71.5％、「育児雑誌」46.5％、「新聞」44.9％

とマス・メディア関連が圧倒的に多かった一方で、「病

院・診療所」が 19.1％、「市区町村保健センター等」

が 5.2％、「保健所」が 3.7％であった（表2-15-1）。

SIDS について三本柱の情報を得た時期は、厚生省が

都道府県等に母子保健課長通知を発出した 7月に相当

する「生後 0～2か月ころ」が47.2％、「3～5か月こ

ろ」が12.5％であった（表2-15-2）。三本柱を知った

後、寝かせ方を変えた者は 12.3％、栄養方法を変えた

者が 3.8％、喫煙などの環境を変えた者は 14.6％であ

った（表 2 - 1 2 - 3 ～5 ）。 

最後に、幼児と保護者の属性については、保護者は

30 代が 55.3％と最も多く、ついで 20代 42.4％で大半

を占め（表2-16）、98.1％が女性であった（表2-17）。

子どもの数は1人が44.0％、2人が40.8％で（表2-18）、

健康診査対象児の出生順位も1 番目が 47.9％、2番目

が 38.2％とほぼ同様な傾向であった（表 2 -1 9）。 

 

Ｄ．考察 

まずアンケート集計数であるが、10,900枚という枚

数は、調査時期に 1歳 6か月児健康診査の対象となる

と想定される幼児、即ち平成10 年5～6 月に出生した

者が、人口動態総覧によると日本全体で合計 203,555

人であることから、その 1/5弱程度を調査したことと

なり、標本抽出上の問題はほとんどないと言うことが

できる。 

次に、それぞれの項目について、市部、町村部、政

令指定都市別に層化して分析したが、ほとんど全ての

項目について大きな差はなかった。即ち、手帳の内容

の問題点や SIDSの知識の普及には、日本中均質に広

まっていると言えよう。 

手帳を読む経験については、手帳制度のある諸外国

と比較してもほとんどの保護者が経験していることか

ら、相当高率であると言える。また、手帳への記載も

同様であり、識字率の高いわが国の初等教育水準を反

映していると考えられる。しかし市町村の裁量で作成

される後半のページでは、全部読んだ者が半分以下と

なった。今後、手帳内容の見直しに当たっては、市町

村の自主性を尊重しつつ、魅力ある手帳となるべく、

検討が必要であろう。医療機関へ手帳を持参する率は、

約 2/3であったが、今後医療サービス提供にあたって

手帳利用の促進を図るとすれば、たとえばインフォー

ムド・コンセントの立場から、診療情報を手帳に記載

した際に、医療機関が母子健康手帳による診療情報提

供料の形で診療報酬を請求できるような仕組みを医療

保険担当部局に提案するなどの仕組みを検討する余地

があろう。手帳の紛失経験は 1%未満と予想以上に低

かったが、逆に言えばそれだけ大切に保管され、利用

されていないとも解釈できる。手帳で役にたった部分

は予防接種が 8割以上と際立って大きかったが、予防

接種に関しての記録として活用するならば、小学校入

学以降の 6歳以上の部分との連携が必要不可欠であり、

学校保健分野との連携・調整が重要な課題となる。手

帳の利用しやすさでは、使いやすいとした比率が上回

っているといっても、どちらとも言えないが最も多い

ことを十分に認識し、今後予定される利用者の立場に

たった改訂が望まれる。具体的な改訂希望では、少子・

高齢化・核家族化時代を反映してか、子育てに関する

情報や父親の育児に関する事項の記載を求めるものが

多かった。手帳の記載内容については、妊娠・出産・

育児の時期を通じて少しずつ記入されている割合が減

少していく傾向が観察された。また母親自身の歯科保

健に対する意識が低く、今後特に啓発していく必要性

があると考えられる。 

SIDS のリスク・ファクターに関しては、日本では

特にうつぶせ寝があまり普及しておらず、あおむけ寝

が 2/3を占めており、母乳栄養も 2/5であった。喫煙

については、父母揃っての禁煙者は 2/5 であった。

SIDS そのものの知識は、9 割以上の保護者が認識し

ており、関心が高いことを示している。また 4/5 の保

護者がリスク・ファクターについて、なんらかの知識

を聞いたことがあると回答しており、厚生省キャンペ

ーンを展開し始めた時期におよそ半数の保護者がなん

らかの形で情報を得ていることから、厚生省キャンペ

ーンは、一応の効果があったと言えよう。しかし、情

報入手方法として、マス・メディア関連が多く、特に

テレビでの情報入手が多かったことは、情報が直感
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的・表面的に伝播される恐れがあり、キャンペーンの

広報手段についても十分に検討が必要である。その一

方で、母子保健行政機関である市町村や保健所からの

情報入手が著しく低かったことは、その機関の母子保

健サービス提供上の役割について、今後十分に検討す

る必要があろう。また保護者がSIDSのリスク・ファ

クターを知った後に育児方法を変えた事項で最も高か

ったものは喫煙環境であり、母乳栄養に関しては、母

乳不足等の保護者側の努力だけでは改善できない要因

もあるのでなかなか改善が困難とも思われる。 

 

Ｅ．結論 

１．母子健康手帳の内容等の新たな改訂に役立てるた

め、手帳の利用状況を調査し、あわせて厚生省の SIDS

についてのキャンペーンの普及度について、かつてな

い 10900 件にわたる大規模な保護者に対してアンケ

ート調査を実施した。 

２．その結果、母子健康手帳の既読率、記入率とも、

日本の識字率の高さに合わせていずれも 9割5分以上

の高率であった。 

３．保護者側では、特に予防接種に関する事項に関心

が高かったが、学童期に関して記述がないため、今後、

学校保健分野と連携し改善を要する事項である。 

４．少子・高齢・核家族化時代を反映して、子育てに

関する情報や父親の育児に関する事項の記述を求める

ものが多かった。今後の手帳改訂の際に考慮すべきで

あろう。 

５．SIDS の厚生省キャンペーンについては、保護者

の 8割以上にその内容が普及していたが、時代を反映

してマス・メディアによるものが多く、正確であるが

あまり一般国民に興味の持ちにくい種類の情報の展開

に関して、地方母子保健担当セクションがどのような

役割を演じていくべきか、十分認識する必要がある。 

 

Ｆ．研究発表 

 現在までなし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

 なし 

 



資料 

「母子健康手帳」に関する調査のお願い 

 
保護者の皆様へ 
 
 日本の母子健康手帳の歴史は古く、昭和 20 年代から長い間にわたり使われています。その間、

子どもを取り巻く環境の変化に応じて、母子健康手帳は何回も改訂されてきました。 
 私たちはわが国で 50 年以上使用されている母子健康手帳を利用者の立場にたって評価するこ

とにより、21世紀にふさわしい「母子健康手帳」のあり方について検討したいと考えています。 
 このたび、厚生省をはじめ関係行政機関のご協力を得て、皆様方にアンケートをお願いするこ

とになりました。毎日の子育てのなか、お忙しいとは存じますが、ご協力のほどよろしくお願い

申しあげます。 
 ご協力いただける場合は、質問票のあてはまる項目の番号に○を付けてください。またところ

により  にご記入ください。質問票は両面に印刷してありますのでご留意ください。記入後に、

所定の封筒に入れ封をして、健診会場でご提出いただければ幸いです。 
なお、健診対象のお子さんが双子以上（多胎）の場合は、質問票は１通のみで結構です。 
 この調査票は無記名で行い、調査目的以外に使用することは全くありません。また、アンケー

ト調査に対するご質問などがありましたら、下記までご遠慮なくご連絡ください。 
 以上、よろしくお願い申しあげます。 
 

平成 11 年度厚生科学研究（子ども家庭総合研究事業） 
母子健康手帳の評価とさらなる活用に関する研究班 

主任研究者 日暮 眞 
（東京家政大学児童学科） 

 
 

【連絡先】 分担研究者 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 
            東京大学医学部国際地域保健学 

            中村 安秀 
              電話  ０３－５８４１－３６９７ 
              Fax  ０３－５８４１－３４５６ 
              電子メール yas@m.u-tokyo.ac.jp 
 



「母子健康手帳」に関する調査・アンケート質問票 

 
質問１．母子健康手帳の内容を読んだことがありますか？   １ はい ２ いいえ 

 

質問２．あなた自身で母子健康手帳の記録を書き込んだことがありますか？ １ はい ２ いいえ  

 

質問３．母子健康手帳に書かれた健診や体重などの記録を見たことがありますか？ １ はい ２ いいえ  

 

質問４．母子健康手帳の後半のページ（出産や育児のしおりなど）を読んだことがありますか？ 

    １ 全部読んだ ２ 一部読んだ ３ 全く読んだことがない 

 

質問５．子どもを病院などに連れていくとき、母子健康手帳を持っていきますか？ 

    １ いつも持っていく ２ ときどき持っていく ３ ほとんど持っていかない 

    ４ 全く持っていったことがない 

 

質問６．母子健康手帳を紛失したことがありますか？１ はい ２ いいえ ３ わからない 

 

質問７．子育てにおいて、母子健康手帳は役に立ちましたか？ 

 １ とても役に立った ２ 少し役に立った ３ どちらともいえない 

 ４ あまり役に立たなかった ５ 全く役に立たなかった 

 

質問８．母子健康手帳のなかで、どの内容が役に立ちましたか？ 

 （当てはまるものがある場合、すべてに○を付けてください） 

    １ 妊娠の記録 ２ 出産の記録  ３ 新生児の記録 

    ４ 乳幼児健診の記録 ５ 歯科の記録  ６ 予防接種 

    ７ その他（                      ） 

 

質問９．母子健康手帳は使いやすいですか？ 

    １ とても使いやすい ２ 少し使いやすい ３ どちらともいえない  

    ４ 少し使いにくい ５ とても使いにくい ６ わからない 

 

質問１０．今後、母子健康手帳の内容が見直されるとしたら、どのようなことを期待しますか？ 

 （当てはまるものがある場合、すべてに○を付けてください） 

１ ページ数を全般的に増やしてほしい  ２ 内容をもっと簡単にしてほしい 

３ 子育てに関する情報をもっと盛りこんでほしい ４ 父親のことも書く欄がほしい 

５ イラストを入れてほしい   ６ カラーページを増やしてほしい 

７ 手帳のサイズを大きくしてほしい 

８ その他（お気づきの点を遠慮なくお書きください。） 
 
 
 

 

質問１１．母子健康手帳の以下の項目について記入されているかどうかお答えください。 

（実際のそのページを開いて、少しでも書き込まれていたときは、「１ 記入あり」に○を付けてください） 

（裏面に続く）



（１） 妊婦の健康状態等   １ 記入あり  ２ 記入なし 

（２） 妊婦の職業と環境   １ 記入あり  ２ 記入なし 

（３） 妊娠中の経過   １ 記入あり  ２ 記入なし 

（４） 出産の状態    １ 記入あり  ２ 記入なし 

（５） 妊娠中と産後の体重変化の記録  １ 記入あり  ２ 記入なし 

（６） 妊娠中と産後の歯の状態  １ 記入あり  ２ 記入なし 

（７） 保護者の記録（1 か月頃）  １ 記入あり  ２ 記入なし 

（８） 1 か月健康診査   １ 記入あり  ２ 記入なし 

（９） 保護者の記録（3~4 か月頃）    １ 記入あり  ２ 記入なし 

（１０） ３~４か月児健康診査  １ 記入あり  ２ 記入なし 

（１１） 保護者の記録（１歳の頃）  １ 記入あり  ２ 記入なし 

（１２） １歳児健康診査   １ 記入あり  ２ 記入なし 

（１３） 乳児身体発育曲線   １ 記入あり  ２ 記入なし 

（１４） 予防接種の記録   １ 記入あり  ２ 記入なし 

（１５） 今までにかかった主な病気  １ 記入あり  ２ 記入なし 

 

質問１２．お子さんが０歳児だったころまでの様子についてお尋ねします。 

（１）いつもの寝かせ方はどうでしたか？１ うつぶせ ２ あおむけ ３ 横向き ４ 一定せず ５ その他（     ） 

（２）お子さんへの栄養方法はどのようにしていましたか？ 

 １ 母乳（   か月ころまで）  ２ 人工  ３ 混合 ４ その他（       ） 

（３）お子さんを妊娠してから０歳時までの間、ご両親は習慣的に喫煙していましたか？ 

１ 父のみ喫煙 ２ 母のみ喫煙 ３ 父母とも喫煙 ４ 喫煙者なし 

 

質問１３．お子さんが０歳児の時に、乳幼児突然死症候群（S I D S ）という病気について聞いたことがありますか？ 

１ ある ２ ない  

 

質問１４．お子さんが０歳児の時に、乳幼児突然死症候群（S I D S）が寝かせ方や栄養方法、保護者の喫煙と関係があるという話を 

聞いたことがありますか？    １ ある ２ ない（→質問１６ヘ飛ぶ） 

 

質問１５．質問１４で「ある」と答えた方にお尋ねします。 

（１）それは、どこで聞きましたか？ 

  （当てはまるものすべてに○を付けてください） 

１ 病院・診療所 ２ 保健所 ３ 市区町村保健センター・役場など ４ 保育園 ５ テレビ ６ 新聞 

７ 育児雑誌 ８ 子育てグループの仲間 ９ 友人 １０ その他（      ） 

（２）それはお子さんが何カ月ころのことでしたか？ 

 １ ０~２か月ころ ２ ３~５か月ころ ３ ６~８か月ころ ４ ９~１２か月ころ ５ 覚えていない 

（３）それ以後、寝かせ方を変えましたか？ １ 変えた ２ 変えなかった ３ 覚えていない 

（４）それ以後、栄養方法を変えましたか？ １ 変えた ２ 変えなかった ３ 覚えていない 

（５）それ以後、喫煙など環境を変えましたか？ １ 変えた ２ 変えなかった ３ 覚えていない 

 

質問１６．最後にあなたご自身とお子さんについておたずねします。 

 ・あなたの年齢 （   ）歳   １ 男性 ２ 女性 

 ・お子さんの数（このお子さんも含めて） （    ）人  ・このお子さんは（    ）番目 

 

ご協力、本当にありがとうございました！ 



横浜市 14100 484 高柳町 15501 3 高鷲村 21484 14
港北区 14109 250 刈羽村 15504 9 美並村 21485 8
都築区 14118 234 安塚町 15521 7 明宝村 21486 5
新潟県 15000 2,417 松之山町 15524 10 和良村 21487 8
新潟市 15201 561 柿崎町 15541 17 七宗町 21504 6
長岡市 15202 263 吉川町 15544 20 白川町 21506 14
三条市 15204 81 中郷村 15546 12 御嵩町 21521 21
柏崎市 15205 65 妙高村 15547 8 川上村 21562 3
新発田市 15206 127 清里村 15549 5 加子母村 21563 8
新津市 15207 77 三和村 15550 13 付知町 21564 13
小千谷市 15208 47 名立町 15561 5 蛭川村 21566 5
加茂市 15209 34 能生町 15562 11 岩村町 21567 11
村上市 15212 40 関川村 15581 17 萩原町 21581 15
燕市 15213 51 荒川町 15582 32 下呂町 21583 22
糸魚川市 15216 47 朝日村 15584 14 馬瀬村 21585 10
新井市 15217 15 畑野町 15605 9 丹生川村 21601 8
白根市 15220 43 真野町 15606 17 清見村 21602 4
上越市 15222 168 羽茂町 15608 18 古川町 21621 22
京ヶ瀬村 15302 10 岐阜県 21000 1,646 神岡町 21625 12
水原町 15303 35 大垣市 21202 215 静岡県 22000 2,972
笹神村 15304 11 高山市 21203 92 静岡市 22201 607
豊浦町 15306 9 多治見市 21204 112 沼津市 22203 216
聖篭町 15307 15 関市 21205 89 熱海市 22205 33
加治川村 15308 3 中津川市 21206 79 三島市 22206 117
紫雲寺町 15309 7 美濃市 21207 23 富士宮市 22207 69
中条町 15310 25 恵那市 21210 22 伊東市 22208 65
黒川村 15311 7 美濃加茂市 21211 71 島田市 22209 84
小須戸町 15321 19 土岐市 21212 74 磐田市 22211 116
村松町 15322 25 可児市 21214 154 焼津市 22212 135
横越町 15323 8 川島町 21301 29 掛川市 22213 101
岩室村 15341 14 岐南町 21302 35 藤枝市 22214 134
弥彦村 15342 17 笠松町 21303 21 御殿場市 22215 100
吉田町 15344 37 柳津町 21304 20 袋井市 22216 63
巻町 15345 35 養老町 21341 25 天竜市 22217 14
黒埼町 15347 31 上石津町 21342 12 浜北市 22218 62
月潟村 15350 16 垂井町 21361 19 下田市 22219 23
田上町 15361 18 神戸町 21381 30 裾野市 22220 81
下田村 15362 15 安八町 21383 18 湖西市 22221 61
中之島町 15364 25 墨俣町 21384 10 東伊豆町 22301 15
鹿瀬町 15382 7 揖斐川町 21401 31 河津町 22302 10
上川村 15383 6 大野町 21403 32 南伊豆町 22304 13
三川村 15384 5 池田町 21404 42 松崎町 22305 12
三島町 15402 17 北方町 21421 28 西伊豆町 22306 3
与板町 15403 9 巣南町 21424 18 賀茂村 22307 5
寺泊町 15406 17 真正町 21425 32 修善寺町 22322 16
小出町 15443 19 糸貫町 21426 12 土肥町 22324 7
湯之谷村 15444 5 高富町 21441 31 函南町 22325 44
広神村 15445 15 美山町 21443 13 韮山町 22326 25
湯沢町 15462 24 板取村 21462 2 大仁町 22327 16
六日町 15463 32 武儀町 21464 3 天城湯ヶ島町 22328 12
大和町 15464 17 上之保村 21465 2 清水町 22341 47
川西町 15481 8 八幡町 21481 15 長泉町 22342 49
津南町 15482 8 白鳥町 21483 26 小山町 22344 7

市町村
(区)名

市町村
コード 枚数

表１（その1）．母子健康手帳調査対象市町村（区）一覧（１）
市町村
(区)名

市町村
コード 枚数

市町村
(区)名

市町村
コード 枚数



富士川町 22381 19 坂町 34309 20
由比町 22383 14 江田島町 34310 10
岡部町 22401 16 蒲刈町 34314 2
大井川町 22402 33 大野町 34323 21
御前崎町 22421 16 湯来町 34324 4
相良町 22422 32 佐伯町 34325 10
榛原町 22423 9 能美町 34328 9
吉田町 22424 43 沖美町 34329 2
金谷町 22425 43 加計町 34361 3
川根町 22426 5 千代田町 34366 23
中川根町 22427 15 吉田町 34381 23
本川根町 22428 6 向原町 34386 9
大須賀町 22442 11 黒瀬町 34402 37
浜岡町 22444 17 福富町 34405 10
小笠町 22445 21 大和町 34407 7
菊川町 22446 40 河内町 34408 14
大東町 22447 23 本郷町 34421 22
森町 22461 20 川尻町 34424 56
浅羽町 22481 24 御調町 34441 12
福田町 22482 23 新市町 34524 27
竜洋町 22483 15 神石町 34542 2
豊田町 22484 31 上下町 34561 7
豊岡村 22485 13 総領町 34562 1
舞坂町 22502 21 甲奴町 34563 2
新居町 22503 26 吉舎町 34584 10
雄踏町 22505 17 （双）三和町 34586 3
細江町 22521 24 東城町 34602 12
引佐町 22522 9 比和町 34605 3
三ヶ日町 22523 24 総　　数
広島市 34100 1,656
中区 34101 106
東区 34102 193
南区 34103 204
西区 34104 292
安佐南区 34105 390
安佐北区 34106 208
安芸区 34107 108
佐伯区 34108 155
広島県 34000 1,725
呉市 34202 196
竹原市 34203 39
三原市 34204 61
尾道市 34205 117
因島市 34206 31
福山市 34207 346
府中市 34208 56
三次市 34209 71
庄原市 34210 14
大竹市 34211 39
東広島市 34212 187
廿日市市 34213 79
府中町 34302 82
海田町 34304 46

10,900

表１（その２）．母子健康手帳調査対象市町村（区）一覧（２）
市町村
(区)名

市町村
コード 枚数

市町村
(区)名

市町村
コード 枚数



10,900       10,470       181           249           10,900       10,414       236           250           
98.3 1.7 97.8 2.2

5,867        5,625        98            144           5,867        5,603        120           144           
98.3 1.7 97.9 2.1

2,893        2,776        56            61            2,893        2,751        79            63            
98.0 2.0 97.2 2.8

2,417        2,337        39            41            2,417        2,323        55            39            
98.4 1.6 97.7 2.3

1,646        1,571        35            40            1,646        1,561        46            39            
97.8 2.2 97.1 2.9

2,972        2,875        50            47            2,972        2,865        56            51            
98.3 1.7 98.1 1.9

1,725        1,618        30            77            1,725        1,605        42            78            
98.2 1.8 97.4 2.6

2,140        2,069        27            44            2,140        2,060        37            43            
98.7 1.3 98.2 1.8

484           480           4              -              484           479           5              -              
99.2 0.8 99.0 1.0

1,656        1,589        23            44            1,656        1,581        32            43            
98.6 1.4 98.0 2.0

広島市

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

表２－２．内容の記録経験

調
査
数

質問２　自分自身で記録を書き
込んだことがあるか

１
　
書
き
込
ん
だ
こ
と
が

あ
る

２
　
書
き
込
ん
だ
こ
と
は

な
い

無
回
答

表２－１．内容の既読
質問１　内容を読んだことがあ

るか
１
　
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る

２
　
読
ん
だ
こ
と
は
な
い

無
回
答

調
査
数

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県



10,900       10,593       46            261           10,900       5,004        5,466        146           284           
99.6 0.4 47.1 51.5 1.4

5,867        5,689        26            152           5,867        2,704        2,925        74            164           
99.5 0.5 47.4 51.3 1.3

2,893        2,816        13            64            2,893        1,234        1,534        53            72            
99.5 0.5 43.7 54.4 1.9

2,417        2,356        13            48            2,417        1,069        1,265        30            53            
99.5 0.5 45.2 53.5 1.3

1,646        1,600        4              42            1,646        672           895           34            45            
99.8 0.2 42.0 55.9 2.1

2,972        2,908        17            47            2,972        1,404        1,466        44            58            
99.4 0.6 48.2 50.3 1.5

1,725        1,641        5              79            1,725        793           833           19            80            
99.7 0.3 48.2 50.6 1.2

2,140        2,088        7              45            2,140        1,066        1,007        19            48            
99.7 0.3 51.0 48.1 0.9

484           481           2              1              484           292           190           1              1              
99.6 0.4 60.5 39.3 0.2

1,656        1,607        5              44            1,656        774           817           18            47            
99.7 0.3 48.1 50.8 1.1

広島市

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

表２－４．後半部分の既読

調
査
数

質問４　後半のページを読んだことがある
か

１
　
全
部
読
ん
だ

２
　
一
部
読
ん
だ

３
　
全
く
読
ん
だ
こ
と
が

な
い

無
回
答

表２－３．健診等記録の既読

横浜市

政令指定都市

質問３　健診や体重などの記録
を見たことがあるか

１
　
見
た
こ
と
が
あ
る

２
　
見
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

調
査
数

岐阜県

静岡県

広島県

回 答 数

市部

町村部

新潟県

広島市

層
化



10,900       7,290        2,094        1,076        175           265           
68.5 19.7 10.1 1.6

5,867        4,123        1,028        500           66            150           
72.1 18.0 8.7 1.2

2,893        1,805        556           376           90            66            
63.8 19.7 13.3 3.2

2,417        1,759        399           177           37            45            
74.2 16.8 7.5 1.6

1,646        1,020        299           233           53            41            
63.6 18.6 14.5 3.3

2,972        2,049        528           302           43            50            
70.1 18.1 10.3 1.5

1,725        1,100        358           164           23            80            
66.9 21.8 10.0 1.4

2,140        1,362        510           200           19            49            
65.1 24.4 9.6 0.9

484           268           145           63            7              1              
55.5 30.0 13.0 1.4

1,656        1,094        365           137           12            48            
68.0 22.7 8.5 0.7

表２－５．医療機関への持参
質問５　子どもを病院などに連れていくとき持ってい

くか
１
　
い
つ
も
持
っ

て
い
く

２
　
と
き
ど
き
持
っ

て
い

く ３
　
ほ
と
ん
ど
持
っ

て
い

か
な
い

４
　
全
く
持
っ

て
い
っ

た

こ
と
が
な
い

無
回
答

調
査
数

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

市部

町村部

新潟県

岐阜県

広島市

層
化

回 答 数



10,900       95            10,545       8              252           
0.9 99.0 0.1

5,867        54            5,663        4              146           
0.9 99.0 0.1

2,893        32            2,794        3              64            
1.1 98.8 0.1

2,417        21            2,355        1              40            
0.9 99.1 0.0

1,646        11            1,592        2              41            
0.7 99.2 0.1

2,972        30            2,889        1              52            
1.0 98.9 0.0

1,725        24            1,621        3              77            
1.5 98.4 0.2

2,140        9              2,088        1              42            
0.4 99.5 0.0

484           1              483           -              -              
0.2 99.8 0.0

1,656        8              1,605        1              42            
0.5 99.4 0.1

表２－６．紛失

質問６　紛失したことがあるか

１
　
紛
失
し
た
こ
と
が
あ
る

２
　
紛
失
し
た
こ
と
は
な
い

３
　
わ
か
ら
な
い

無
回
答

調
査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



10,900       4,407        4,839        1,198        179           6              271           
41.5 45.5 11.3 1.7 0.1

5,867        2,402        2,566        647           97            1              154           
42.0 44.9 11.3 1.7 0.0

2,893        1,097        1,332        338           52            4              70            
38.9 47.2 12.0 1.8 0.1

2,417        950           1,100        275           42            4              46            
40.1 46.4 11.6 1.8 0.2

1,646        614           742           217           25            1              47            
38.4 46.4 13.6 1.6 0.1

2,972        1,273        1,283        323           41            -              52            
43.6 43.9 11.1 1.4 0.0

1,725        662           773           170           41            -              79            
40.2 47.0 10.3 2.5 0.0

2,140        908           941           213           30            1              47            
43.4 45.0 10.2 1.4 0.0

484           170           266           42            4              -              2              
35.3 55.2 8.7 0.8 0.0

1,656        738           675           171           26            1              45            
45.8 41.9 10.6 1.6 0.1

表２－７．子育てに役立った程度

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

質問７　子育てにおいて、母子健康手帳は役に立ったか

１
　
と
て
も
役
に
立
っ

た

２
　
少
し
役
に
立
っ

た

３
　
ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ４
　
あ
ま
り
役
に
立
た
な

か
っ

た

５
　
全
く
役
に
立
た
な
か

っ

た
無
回
答

調
査
数

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



10,900       7,624        7,809        7,916        8,157        2,251        8,616        425           346           
72.2 74.0 75.0 77.3 21.3 81.6 4.0

5,867        4,061        4,160        4,189        4,341        1,200        4,579        227           202           
71.7 73.4 73.9 76.6 21.2 80.8 4.0

2,893        2,030        2,068        2,095        2,144        681           2,195        95            91            
72.4 73.8 74.8 76.5 24.3 78.3 3.4

2,417        1,673        1,730        1,779        1,782        668           1,895        104           72            
71.3 73.8 75.9 76.0 28.5 80.8 4.4

1,646        1,157        1,157        1,151        1,176        349           1,258        52            56            
72.8 72.8 72.4 74.0 21.9 79.1 3.3

2,972        2,059        2,130        2,146        2,224        572           2,244        92            75            
71.1 73.5 74.1 76.8 19.7 77.5 3.2

1,725        1,202        1,211        1,208        1,303        292           1,377        74            90            
73.5 74.1 73.9 79.7 17.9 84.2 4.5

2,140        1,533        1,581        1,632        1,672        370           1,842        103           53            
73.5 75.8 78.2 80.1 17.7 88.3 4.9

484           350           362           385           378           98            418           20            2              
72.6 75.1 79.9 78.4 20.3 86.7 4.1

1,656        1,183        1,219        1,247        1,294        272           1,424        83            51            
73.7 76.0 77.7 80.6 16.9 88.7 5.2

表２－８．役立った内容

質問８　どの内容が役に立ったか（複数回答）

１
　
妊
娠
の
記
録

２
　
出
産
の
記
録

３
　
新
生
児
の
記
録

４
　
乳
幼
児
健
診
の
記
録

５
　
歯
科
の
記
録

６
　
予
防
接
種

７
　
そ
の
他

無
回
答

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市

調
査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県



10,900       3,185        2,722        3,594        680           21            347           351           
30.2 25.8 34.1 6.4 0.2 3.3

5,867        1,775        1,490        1,887        327           7              187           194           
31.3 26.3 33.3 5.8 0.1 3.3

2,893        817           688           1,011        176           7              100           94            
29.2 24.6 36.1 6.3 0.3 3.6

2,417        694           617           814           151           2              71            68            
29.5 26.3 34.7 6.4 0.1 3.0

1,646        461           395           615           69            4              51            51            
28.9 24.8 38.6 4.3 0.3 3.2

2,972        907           741           955           183           4              102           80            
31.4 25.6 33.0 6.3 0.1 3.5

1,725        530           425           514           100           4              63            89            
32.4 26.0 31.4 6.1 0.2 3.9

2,140        593           544           696           177           7              60            63            
28.6 26.2 33.5 8.5 0.3 2.9

484           75            129           178           73            5              20            4              
15.6 26.9 37.1 15.2 1.0 4.2

1,656        518           415           518           104           2              40            59            
32.4 26.0 32.4 6.5 0.1 2.5

表２－９．利用しやすさ

質問９　母子健康手帳は使いやすいか

５
　
と
て
も
使
い
に
く
い

６
　
わ
か
ら
な
い

無
回
答

岐阜県

１
　
と
て
も
使
い
や
す
い

２
　
少
し
使
い
や
す
い

３
　
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

４
　
少
し
使
い
に
く
い

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市

調
査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県



10,900       651           1,200        5,605        2,131        1,513        1,671        581           2,203        1,644        
7.0 13.0 60.6 23.0 16.3 18.1 6.3 23.8

5,867        375           648           3,001        1,126        826           932           337           1,132        878           
7.5 13.0 60.2 22.6 16.6 18.7 6.8 22.7

2,893        160           305           1,488        595           429           440           164           521           447           
6.5 12.5 60.8 24.3 17.5 18.0 6.7 21.3

2,417        151           245           1,305        481           336           369           195           491           315           
7.2 11.7 62.1 22.9 16.0 17.6 9.3 23.4

1,646        70            173           809           315           244           269           77            258           286           
5.1 12.7 59.5 23.2 17.9 19.8 5.7 19.0

2,972        191           332           1,524        610           434           446           151           552           432           
7.5 13.1 60.0 24.0 17.1 17.6 5.9 21.7

1,725        123           203           851           315           241           288           78            352           292           
8.6 14.2 59.4 22.0 16.8 20.1 5.4 24.6

2,140        116           247           1,116        410           258           299           80            550           319           
6.4 13.6 61.3 22.5 14.2 16.4 4.4 30.2

484           19            55            239           99            34            74            12            203           53            
4.4 12.8 55.5 23.0 7.9 17.2 2.8 47.1

1,656        97            192           877           311           224           225           68            347           266           
7.0 13.8 63.1 22.4 16.1 16.2 4.9 25.0

表２－１０－１．内容改訂の期待

質問10　内容が見直されるとしたら期待すること（複数回答）

広島県

８
　
そ
の
他

１
　
ペ
ー

ジ
数
を
全
般
的

に
増
や
し
て
ほ
し
い

２
　
内
容
を
も
っ

と
簡
単

に
し
て
ほ
し
い

３
　
子
育
て
に
関
す
る
情

報
を
も
っ

と
盛
り
こ
ん
で

ほ
し
い

４
　
父
親
の
こ
と
も
書
く

欄
が
ほ
し
い

５
　
イ
ラ
ス
ト
を
入
れ
て

ほ
し
い

６
　
カ
ラ
ー

ペ
ー

ジ
を
増

や
し
て
ほ
し
い

７
　
手
帳
の
サ
イ
ズ
を
大

き
く
し
て
ほ
し
い

無
回
答

調
査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

政令指定都市

横浜市

広島市



表２－１０－２（その１）．内容改訂の期待（自由記載）抜粋 

 

主な期待する項目 具体的記述例 

・各項目について、書き込めるスペースがもっとほしい。 

・メモ欄がもっとほしい。 

・子供の成長を記録できるページ（メモ書等）があるとすごく 

 便利だし、母子手帳を利用する機会が多くなると思う。 

・余白のページを増やしてほしい。 

・保護者が記入できるページ(白紙)を“保護者の記録”の所に追加 

 してほしい。そうすれば、もっと具体的に子供の成長記録を記入 

 できる。 

フリースペースを 

増やしてほしい 

・自分で記録を書くのに月齢ごとに記入欄があると、 

 どんな事をしたか分かりやすいと思います。 

・記録部分としおり部分を別にするなど、手帳を薄くしてほしい。 

・余分な所を省いてもっと薄くしてほしい。 

 子供が増えると厚みがあり、持ち運びに不便です。 

・コンパクトにしてほしい。 

・情報もほしいが、持ち歩くことが多いので、記録する頁と 

 分けて別冊にしたらどうか。 

・この大きさだったら母子手帳ケースにも入るので、 

 このままが良い。 

・母子健康手帳別冊を母子手帳と一冊にしてほしい。 

・予防接種手帳も切り離し方式で、一緒にしてほしい 

手帳のサイズなど 

 

・サイズを全国統一にしてほしい 

・表紙の絵が古くさい。 

・表紙の絵をキャラクター物(その時流行している物など)に 

 しては… 

・好みの問題ですが、表紙のイラストがもう少しかわいい方がいい。 

・以前よりイラストが多く、かわいい母子手帳が増えてきていると 

 思います。カラーページやイラストを取り入れることで、興味も 

 持てますしいいと思います。 

・外側のカバーをもっとしっかりしたものにしてほしい。 

 すぐ破れてしまうので使いにくい。 

・もっと丈夫な紙にしてほしい。子どもが大きくなった時、 

 子どもにあげるつもりですので。 

・表紙の紙が破れそう。真ん中の糸の部分がとれてしまう。 

・何回もめくるので、次第にとじてある所がはずれてしまった。 

 もっとしっかり製本してほしい。 

・字をもっと見やすいものにしてほしい。  

紙質・デザイン・ 

字の大きさなど 

 

・文字が小さく読みづらい所がある 



表２－１０－２（その２）．内容改訂の期待（自由記載）抜粋 

 
・予防接種の時期・順序などを分かりやすくしてほしい。 

・予防接種の問診票を添付してほしい。 

・予防接種のコーナーを分かりやすく、さっと開けるようにして 

 ほしい。（例えばページの前の方に持って行くなどする） 

予防接種に関する意見 

 

・表紙をかわいくしてほしい。２年ぐらいに１度は変えてほしい。 

 子どもが３人もいて同じだと分かりづらいので… 

・インデックス(見出し)を横につけてもらいたい。 

・すぐに目的のページが開けるような見出し、色分けなど 

 わかりやすく使いやすくしてほしい。 

インデックス・ 

見出しなど 

・要所にインデックスなどを付けるなど、手帳を開かなくてもすぐ 

 分かるようになったら言いと思う。いちいち目次は見ないので。 

・父親が見れる(見る)ページ、例えば父親にしか出来ない 

 子どもとの遊び方や、育児に参加する時参考になるページ。 

父親のための手帳など 

・父親専用の手帳があればよい。 

 （母親と違って自覚が持ちにくいので） 

・里帰り出産なので、全国共通のものにしてくれたら…。 

 ないページとあるページがあったので、ちょっと不便だった。 

・発育曲線のデータが古いです。なるべく新しいものを取り入れて 

 ほしいです。 

・市町村で発行しているものなので、市町村の育児情報をもっと 

 盛り込んでほしい。 

・かかりやすい病気や対処の仕方など、簡単でも良いので 

 書いてあると母子手帳を見る機会が増えると思う。 

・多胎児に関する情報を入れてほしい。 

・外国人なので母国語の手帳がほしい。 

・母乳の事。例えばよく出る体操とか、母乳で悩んだことが 

 多かったので…。 

・よくありそうな相談事と、解答等をのせてもらえるといい。 

 （病気の事も、生活面の事も） 

その他 

・エコー写真を貼るようなスペース、もしくはポケットがあれば 

 いいなぁと思う。 

 



10,900       10,254       442           204           10,900       9,695        992           213           
95.9 4.1 90.7 9.3

5,867        5,512        224           131           5,867        5,219        503           145           
96.1 3.9 91.2 8.8

2,893        2,716        127           50            2,893        2,583        265           45            
95.5 4.5 90.7 9.3

2,417        2,285        83            49            2,417        2,167        187           63            
96.5 3.5 92.1 7.9

1,646        1,526        80            40            1,646        1,429        176           41            
95.0 5.0 89.0 11.0

2,972        2,808        106           58            2,972        2,703        215           54            
96.4 3.6 92.6 7.4

1,725        1,609        82            34            1,725        1,503        190           32            
95.2 4.8 88.8 11.2

2,140        2,026        91            23            2,140        1,893        224           23            
95.7 4.3 89.4 10.6

484           465           18            1              484           439           44            1              
96.3 3.7 90.9 9.1

1,656        1,561        73            22            1,656        1,454        180           22            
95.5 4.5 89.0 11.0

広島市

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

表２－１１－２．妊婦の職業と環境の記入

調
査
数

質問11－２（記入状況）妊婦の
職業と環境

１
　
記
入
あ
り

２
 

記
入
な
し

無
回
答調

査
数

横浜市

表２－１１－１．妊婦の健康状態等の記入
質問11－１（記入状況）妊婦の

健康状態等
１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

回 答 数

市部

町村部

新潟県

広島市

層
化



10,900       10,562       153           185           10,900       10,559       165           176           
98.6 1.4 98.5 1.5

5,867        5,674        75            118           5,867        5,665        88            114           
98.7 1.3 98.5 1.5

2,893        2,794        51            48            2,893        2,797        51            45            
98.2 1.8 98.2 1.8

2,417        2,335        35            47            2,417        2,338        37            42            
98.5 1.5 98.4 1.6

1,646        1,584        29            33            1,646        1,581        32            33            
98.2 1.8 98.0 2.0

2,972        2,875        42            55            2,972        2,871        45            56            
98.6 1.4 98.5 1.5

1,725        1,674        20            31            1,725        1,672        25            28            
98.8 1.2 98.5 1.5

2,140        2,094        27            19            2,140        2,097        26            17            
98.7 1.3 98.8 1.2

484           480           3              1              484           482           2              -              
99.4 0.6 99.6 0.4

1,656        1,614        24            18            1,656        1,615        24            17            
98.5 1.5 98.5 1.5

表２－１１－４．出産の状態の記入

調
査
数

質問11－４（記入状況）出産の
状態

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

広島市

質問11－３（記入状況）妊娠中
の経過

広島県

政令指定都市

表２－１１－３．妊娠中の経過の記入

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答調

査
数

広島市

層
化

回 答 数

市部

横浜市

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県



10,900       8,412        2,258        230           10,900       2,608        7,872        420           
78.8 21.2 24.9 75.1

5,867        4,546        1,176        145           5,867        1,396        4,190        281           
79.4 20.6 25.0 75.0

2,893        2,236        598           59            2,893        640           2,165        88            
78.9 21.1 22.8 77.2

2,417        1,879        483           55            2,417        818           1,496        103           
79.6 20.4 35.4 64.6

1,646        1,260        342           44            1,646        311           1,263        72            
78.7 21.3 19.8 80.2

2,972        2,369        535           68            2,972        632           2,214        126           
81.6 18.4 22.2 77.8

1,725        1,274        414           37            1,725        275           1,382        68            
75.5 24.5 16.6 83.4

2,140        1,630        484           26            2,140        572           1,517        51            
77.1 22.9 27.4 72.6

484           369           112           3              484           115           360           9              
76.7 23.3 24.2 75.8

1,656        1,261        372           23            1,656        457           1,157        42            
77.2 22.8 28.3 71.7

表２－１１－６．妊娠中と産後の歯の状態の記入

調
査
数

質問11－６（記入状況）妊娠中
と産後の歯の状態

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

表２－１１－５．妊娠中と産後の体重変化の記録の記入

調
査
数

質問11－５（記入状況）妊娠中
と産後の体重変化の記録
１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

広島市

新潟県

層
化

回 答 数

市部

町村部

政令指定都市

横浜市

岐阜県

静岡県

広島県

広島市



10,900       9,554        1,077        269           10,900       10,562       146           192           
89.9 10.1 98.6 1.4

5,867        5,140        551           176           5,867        5,668        78            121           
90.3 9.7 98.6 1.4

2,893        2,561        272           60            2,893        2,795        48            50            
90.4 9.6 98.3 1.7

2,417        2,146        207           64            2,417        2,342        30            45            
91.2 8.8 98.7 1.3

1,646        1,404        196           46            1,646        1,581        30            35            
87.8 12.3 98.1 1.9

2,972        2,658        231           83            2,972        2,871        43            58            
92.0 8.0 98.5 1.5

1,725        1,493        189           43            1,725        1,669        23            33            
88.8 11.2 98.6 1.4

2,140        1,853        254           33            2,140        2,099        20            21            
87.9 12.1 99.1 0.9

484           423           58            3              484           479           4              1              
87.9 12.1 99.2 0.8

1,656        1,430        196           30            1,656        1,620        16            20            
87.9 12.1 99.0 1.0

表２－１１－８．１か月児健康診査の記入

調
査
数

質問11－８（記入状況）１か月
健康診査

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

広島市広島市

質問11－７（記入状況）保護者
の記録（１か月頃）

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答調

査
数

表２－１１－７．保護者の記録（１か月頃）の記入

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

回 答 数

市部

町村部

新潟県

横浜市

層
化



10,900       9,427        1,205        268           10,900       10,285       383           232           
88.7 11.3 96.4 3.6

5,867        5,060        639           168           5,867        5,509        215           143           
88.8 11.2 96.2 3.8

2,893        2,510        316           67            2,893        2,715        122           56            
88.8 11.2 95.7 4.3

2,417        2,104        245           68            2,417        2,294        70            53            
89.6 10.4 97.0 3.0

1,646        1,360        232           54            1,646        1,495        105           46            
85.4 14.6 93.4 6.6

2,972        2,656        248           68            2,972        2,812        96            64            
91.5 8.5 96.7 3.3

1,725        1,450        230           45            1,725        1,623        66            36            
86.3 13.7 96.1 3.9

2,140        1,857        250           33            2,140        2,061        46            33            
88.1 11.9 97.8 2.2

484           431           50            3              484           469           15            -              
89.6 10.4 96.9 3.1

1,656        1,426        200           30            1,656        1,592        31            33            
87.7 12.3 98.1 1.9

広島市

表２－１１－１０．３～４か月児健康診査の記入

調
査
数

質問11－10（記入状況）３～４
か月児健康診査

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

静岡県

質問11－９（記入状況）保護者
の記録（３～４か月頃）
１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

表２－１１－９．保護者の記録（３～４か月頃）の記入

調
査
数

層
化

回 答 数

市部

広島県

広島市

政令指定都市

横浜市

町村部

新潟県

岐阜県



10,900       8,818        1,770        312           10,900       7,144        3,364        392           
83.3 16.7 68.0 32.0

5,867        4,737        935           195           5,867        3,702        1,920        245           
83.5 16.5 65.8 34.2

2,893        2,360        455           78            2,893        1,924        870           99            
83.8 16.2 68.9 31.1

2,417        2,014        330           73            2,417        1,556        776           85            
85.9 14.1 66.7 33.3

1,646        1,256        333           57            1,646        952           612           82            
79.0 21.0 60.9 39.1

2,972        2,483        399           90            2,972        2,000        859           113           
86.2 13.8 70.0 30.0

1,725        1,344        328           53            1,725        1,118        543           64            
80.4 19.6 67.3 32.7

2,140        1,721        380           39            2,140        1,518        574           48            
81.9 18.1 72.6 27.4

484           408           72            4              484           370           113           1              
85.0 15.0 76.6 23.4

1,656        1,313        308           35            1,656        1,148        461           47            
81.0 19.0 71.3 28.7

広島市

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

表２－１１－１２．１歳児健康診査の記入

調
査
数

質問11－12（記入状況）１歳児
健康診査

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

表２－１１－１１．保護者の記録（１歳のころ）の記入

調
査
数

静岡県

広島県

質問11－11（記入状況）保護者
の記録（１歳の頃）

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

広島市

層
化

回 答 数

市部

町村部

政令指定都市

横浜市

新潟県

岐阜県



10,900       8,250        2,273        377           10,900       10,534       171           195           
78.4 21.6 98.4 1.6

5,867        4,309        1,318        240           5,867        5,658        89            120           
76.6 23.4 98.5 1.5

2,893        2,141        656           96            2,893        2,788        56            49            
76.5 23.5 98.0 2.0

2,417        1,519        787           111           2,417        2,337        32            48            
65.9 34.1 98.6 1.4

1,646        1,196        384           66            1,646        1,574        39            33            
75.7 24.3 97.6 2.4

2,972        2,422        447           103           2,972        2,866        48            58            
84.4 15.6 98.4 1.6

1,725        1,313        356           56            1,725        1,669        26            30            
78.7 21.3 98.5 1.5

2,140        1,800        299           41            2,140        2,088        26            26            
85.8 14.2 98.8 1.2

484           376           101           7              484           482           1              1              
78.8 21.2 99.8 0.2

1,656        1,424        198           34            1,656        1,606        25            25            
87.8 12.2 98.5 1.5

広島市

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

表２－１１－１４．予防接種の記録の記入

調
査
数

質問11－14（記入状況）予防接
種の記録

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

表２－１１－１３．乳幼児身体発育曲線の図の記入

静岡県

広島県

調
査
数

質問11－13（記入状況）乳幼児
身体発育曲線

１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答

層
化

回 答 数

市部

町村部

広島市

政令指定都市

横浜市

新潟県

岐阜県



10,900       4,620        5,807        473           
44.3 55.7

5,867        2,509        3,053        305           
45.1 54.9

2,893        1,301        1,476        116           
46.8 53.2

2,417        1,163        1,128        126           
50.8 49.2

1,646        682           890           74            
43.4 56.6

2,972        1,260        1,561        151           
44.7 55.3

1,725        705           950           70            
42.6 57.4

2,140        810           1,278        52            
38.8 61.2

484           154           322           8              
32.4 67.6

1,656        656           956           44            
40.7 59.3

表２－１１－１５．今までにかかった主な病気の記入
質問11－15（記入状況）今まで

にかかった主な病気
１
　
記
入
あ
り

２
　
記
入
な
し

無
回
答調

査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



10,900       733           7,279        364           2,416        16            92            
6.8 67.3 3.4 22.4 0.1

5,867        383           3,888        180           1,354        6              56            
6.6 66.9 3.1 23.3 0.1

2,893        195           1,933        91            640           9              25            
6.8 67.4 3.2 22.3 0.3

2,417        123           1,627        76            562           6              23            
5.1 68.0 3.2 23.5 0.3

1,646        97            1,120        43            366           3              17            
6.0 68.8 2.6 22.5 0.2

2,972        252           1,896        100           692           4              28            
8.6 64.4 3.4 23.5 0.1

1,725        106           1,178        52            374           2              13            
6.2 68.8 3.0 21.8 0.1

2,140        155           1,458        93            422           1              11            
7.3 68.5 4.4 19.8 0.0

484           35            320           22            107           -              -              
7.2 66.1 4.5 22.1 0.0

1,656        120           1,138        71            315           1              11            
7.3 69.2 4.3 19.1 0.1

表２－１２－１．子どもの寝かせ方

質問12－１　子どものいつもの寝かせ方

１
　
う
つ
ぶ
せ

２
　
あ
お
む
け

３
　
横
向
き

４
　
一
定
せ
ず

５
　
そ
の
他

無
回
答調

査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



10,900       4,592        1,139        3,945        15            1,036        173           
42.8 10.6 36.8 0.1 9.7

5,867        2,386        659           2,126        7              585           104           
41.4 11.4 36.9 0.1 10.2

2,893        1,224        307           1,089        7              219           47            
43.0 10.8 38.3 0.2 7.7

2,417        894           254           972           4              253           40            
37.6 10.7 40.9 0.2 10.6

1,646        868           154           470           2              124           28            
53.6 9.5 29.0 0.1 7.7

2,972        1,169        369           1,096        5              287           46            
40.0 12.6 37.5 0.2 9.8

1,725        679           189           677           3              140           37            
40.2 11.2 40.1 0.2 8.3

2,140        982           173           730           1              232           22            
46.4 8.2 34.5 0.0 11.0

484           179           34            200           -              68            3              
37.2 7.1 41.6 0.0 14.1

1,656        803           139           530           1              164           19            
49.1 8.5 32.4 0.1 10.0

表２－１２－２－１．子どもへの栄養方法

質問12－２　子どもへの栄養方法

１
　
母
乳

２
　
人
工

３
　
混
合

４
　
そ
の
他

５
　
母
乳
＋
混
合

無
回
答調

査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



4,592        30            73            143           722           1,792        634           684           514           
0.7 1.8 3.5 17.7 43.9 15.5 16.8

2,386        12            29            45            404           991           305           338           262           
0.6 1.4 2.1 19.0 46.7 14.4 15.9

1,224        14            33            76            153           443           179           178           148           
1.3 3.1 7.1 14.2 41.2 16.6 16.5

894           8              26            42            141           329           114           116           118           
1.0 3.4 5.4 18.2 42.4 14.7 14.9

868           2              13            22            95            340           139           164           93            
0.3 1.7 2.8 12.3 43.9 17.9 21.2

1,169        11            16            33            206           502           134           137           130           
1.1 1.5 3.2 19.8 48.3 12.9 13.2

679           5              7              24            115           263           97            99            69            
0.8 1.1 3.9 18.9 43.1 15.9 16.2

982           4              11            22            165           358           150           168           104           
0.5 1.3 2.5 18.8 40.8 17.1 19.1

179           -              -              2              42            61            28            30            16            
0.0 0.0 1.2 25.8 37.4 17.2 18.4

803           4              11            20            123           297           122           138           88            
0.6 1.5 2.8 17.2 41.5 17.1 19.3

表２－１２－２－２．母乳栄養の時期

無
回
答

調
査
数

静岡県

広島県

回 答 数

質問12－２　母乳栄養の時期

１
ヶ

月
ま
で

２
～

３
ヶ

月
ま
で

４
～

６
ヶ

月
ま
で

７
～

９
ヶ

月
ま
で

1
0
～

1
2
ヶ

月
ま
で

1
3
～

1
5
ヶ

月
ま
で

1
6
～

1
8
ヶ

月
ま
で

政令指定都市

横浜市

広島市

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県



10,900       5,396        238           920           4,191        155           
50.2 2.2 8.6 39.0

5,867        2,895        138           491           2,249        94            
50.1 2.4 8.5 39.0

2,893        1,479        71            266           1,030        47            
52.0 2.5 9.3 36.2

2,417        1,228        67            232           845           45            
51.8 2.8 9.8 35.6

1,646        823           37            134           624           28            
50.9 2.3 8.3 38.6

2,972        1,477        73            250           1,121        51            
50.6 2.5 8.6 38.4

1,725        846           32            141           689           17            
49.5 1.9 8.3 40.3

2,140        1,022        29            163           912           14            
48.1 1.4 7.7 42.9

484           219           2              41            220           2              
45.4 0.4 8.5 45.6

1,656        803           27            122           692           12            
48.8 1.6 7.4 42.1

表１２－３．両親の喫煙

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市

調
査
数

問12－３　子どもを妊娠してから０歳時までの両親の
喫煙の状況

１
　
父
の
み
喫
煙

２
　
母
の
み
喫
煙

３
　
父
母
と
も
喫
煙

４
　
喫
煙
者
な
し

無
回
答



10,900       9,873        956           71            10,900       8,963        1,862        75            
91.2 8.8 82.8 17.2

5,867        5,282        540           45            5,867        4,785        1,036        46            
90.7 9.3 82.2 17.8

2,893        2,567        307           19            2,893        2,300        573           20            
89.3 10.7 80.1 19.9

2,417        2,140        256           21            2,417        1,915        481           21            
89.3 10.7 79.9 20.1

1,646        1,477        156           13            1,646        1,335        295           16            
90.4 9.6 81.9 18.1

2,972        2,654        296           22            2,972        2,388        564           20            
90.0 10.0 80.9 19.1

1,725        1,578        139           8              1,725        1,447        269           9              
91.9 8.1 84.3 15.7

2,140        2,024        109           7              2,140        1,878        253           9              
94.9 5.1 88.1 11.9

484           468           16            -              484           438           46            -              
96.7 3.3 90.5 9.5

1,656        1,556        93            7              1,656        1,440        207           9              
94.4 5.6 87.4 12.6

広島市

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定
都市

横浜市

表２－１４．SIDSのリスク・ファクター情報の入手経験

調
査
数

問14　寝かせ方などと関係があ
ることを聞いたことがあるか

１
　
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

２
　
聞
い
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

表２－１３．SIDSの情報入手経験
問13　子どもが０歳児の時にＳ
ＩＤＳについて聞いたことがあ

静岡県

２
　
聞
い
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

調
査
数

１
　
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

町村部

新潟県

岐阜県

広島市

層
化

回 答 数

市部

広島県

政令指定都市

横浜市



8,963        1,703        328           461           104           6,371        4,000        4,148        256           826           331           52            
19.1 3.7 5.2 1.2 71.5 44.9 46.5 2.9 9.3 3.7

4,785        893           142           220           59            3,398        2,156        2,186        126           423           175           23            
18.8 3.0 4.6 1.2 71.4 45.3 45.9 2.6 8.9 3.7

2,300        440           46            153           20            1,599        934           1,040        61            189           85            22            
19.3 2.0 6.7 0.9 70.2 41.0 45.7 2.7 8.3 3.7

1,915        316           37            88            20            1,373        794           923           48            176           68            12            
16.6 1.9 4.6 1.1 72.1 41.7 48.5 2.5 9.2 3.6

1,335        252           42            93            8              909           627           570           33            103           38            7              
19.0 3.2 7.0 0.6 68.4 47.2 42.9 2.5 7.8 2.9

2,388        495           64            140           32            1,655        1,028        1,097        66            192           77            16            
20.9 2.7 5.9 1.3 69.8 43.3 46.2 2.8 8.1 3.2

1,447        270           45            52            19            1,060        641           636           40            141           77            10            
18.8 3.1 3.6 1.3 73.8 44.6 44.3 2.8 9.8 5.4

1,878        370           140           88            25            1,374        910           922           69            214           71            7              
19.8 7.5 4.7 1.3 73.4 48.6 49.3 3.7 11.4 3.8

438           56            31            5              1              336           240           214           16            43            17            3              
12.9 7.1 1.1 0.2 77.2 55.2 49.2 3.7 9.9 3.9

1,440        314           109           83            24            1,038        670           708           53            171           54            4              
21.9 7.6 5.8 1.7 72.3 46.7 49.3 3.7 11.9 3.8

表２－１５－１．SIDSの情報入手経路

８
　
子
育
て
グ
ル
ー

プ
の

仲
間

９
　
友
人

1
0
　
そ
の
他

無
回
答

岐阜県

静岡県

６
　
新
聞

７
　
育
児
雑
誌

２
　
保
健
所

３
　
市
区
町
村
保
健
セ
ン

タ
ー

・
役
場
な
ど

４
　
保
育
園

５
　
テ
レ
ビ

調
査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

質問15－１　ＳＩＤＳのことをどこで聞いたか（複数回答）

１
　
病
院
・
診
療
所

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



8,963        4,235        1,123        356           116           2,477        409           247           
100.0 47.2 12.5 4.0 1.3 27.6 4.6 2.8
4,785        2,264        594           197           60            1,314        210           146           
100.0 47.3 12.4 4.1 1.3 27.5 4.4 3.1
2,300        1,031        309           107           41            653           83            76            
100.0 44.8 13.4 4.7 1.8 28.4 3.6 3.3
1,915        848           238           85            25            570           83            66            
100.0 44.3 12.4 4.4 1.3 29.8 4.3 3.4
1,335        596           196           78            18            380           32            35            
100.0 44.6 14.7 5.8 1.3 28.5 2.4 2.6
2,388        1,177        265           96            38            620           110           82            
100.0 49.3 11.1 4.0 1.6 26.0 4.6 3.4
1,447        674           204           45            20            397           68            39            
100.0 46.6 14.1 3.1 1.4 27.4 4.7 2.7
1,878        940           220           52            15            510           116           25            
100.0 50.1 11.7 2.8 0.8 27.2 6.2 1.3

438           205           41            14            4              138           32            4              
100.0 46.8 9.4 3.2 0.9 31.5 7.3 0.9
1,440        735           179           38            11            372           84            21            
100.0 51.0 12.4 2.6 0.8 25.8 5.8 1.5

表２－１５－２．SIDSの情報入手時期

質問15－２　ＳＩＤＳについて聞いたのは子どもが何ヶ月の時か

５
　
覚
え
て
い
な
い

６
　
子
ど
も
の
生
ま
れ

る
以
前
か
ら

無
回
答調

査
数

１
　
０
～

２
か
月
頃

２
　
３
～

５
か
月
頃

３
　
６
～

８
か
月
頃

４
　
９
～

１
２
か
月
頃

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

市部

町村部

新潟県

岐阜県

広島市

層
化

回 答 数



8,963         1,100         7,243         326           294           8,963         342           7,937         378           306          
100.0 12.3 80.8 3.6 3.3 100.0 3.8 88.6 4.2 3.4
4,785         584           3,853         190           158           4,785         194           4,219         201           171          
100.0 12.2 80.5 4.0 3.3 100.0 4.1 88.2 4.2 3.6
2,300         264           1,857         95             84             2,300         71             2,026         117           86            
100.0 11.5 80.7 4.1 3.7 100.0 3.1 88.1 5.1 3.7
1,915         187           1,587         90             51             1,915         50             1,719         90             56            
100.0 9.8 82.9 4.7 2.7 100.0 2.6 89.8 4.7 2.9
1,335         154           1,084         48             49             1,335         48             1,167         74             46            
100.0 11.5 81.2 3.6 3.7 100.0 3.6 87.4 5.5 3.4
2,388         294           1,905         97             92             2,388         106           2,076         104           102          
100.0 12.3 79.8 4.1 3.9 100.0 4.4 86.9 4.4 4.3
1,447         213           1,134         50             50             1,447         61             1,283         50             53            
100.0 14.7 78.4 3.5 3.5 100.0 4.2 88.7 3.5 3.7
1,878         252           1,533         41             52             1,878         77             1,692         60             49            
100.0 13.4 81.6 2.2 2.8 100.0 4.1 90.1 3.2 2.6

438           49             364           10             15             438           12             399           14             13            
100.0 11.2 83.1 2.3 3.4 100.0 2.7 91.1 3.2 3.0
1,440         203           1,169         31             37             1,440         65             1,293         46             36            
100.0 14.1 81.2 2.2 2.6 100.0 4.5 89.8 3.2 2.5

表２－１５－４．情報入手後の栄養方法の変化表２－１５－３．情報入手後の寝かせ方の変化
質問15－３　聞いた以後、寝かせ方を変え

たか
１
　
変
え
た

２
　
変
え
な
か
っ

た

３
　
覚
え
て
い
な
い

無
回
答調

査
数

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

市部

町村部

新潟県

岐阜県

広島市

質問15－４　聞いた以後、栄養方法を変え
たか

１
　
変
え
た

２
　
変
え
な
か
っ

た

３
　
覚
え
て
い
な
い

無
回
答調

査
数

層
化

回 答 数

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

市部

町村部

新潟県

岐阜県

広島市

層
化

回 答 数



8,963        1,308        7,022        255           378           
100.0 14.6 78.3 2.8 4.2
4,785        704           3,718        143           220           
100.0 14.7 77.7 3.0 4.6
2,300        341           1,784        76            99            
100.0 14.8 77.6 3.3 4.3
1,915        258           1,522        67            68            
100.0 13.5 79.5 3.5 3.6
1,335        202           1,035        41            57            
100.0 15.1 77.5 3.1 4.3
2,388        379           1,810        76            123           
100.0 15.9 75.8 3.2 5.2
1,447        206           1,135        35            71            
100.0 14.2 78.4 2.4 4.9
1,878        263           1,520        36            59            
100.0 14.0 80.9 1.9 3.1

438           48            367           7              16            
100.0 11.0 83.8 1.6 3.7
1,440        215           1,153        29            43            
100.0 14.9 80.1 2.0 3.0

表２－１５－５．情報入手後の喫煙方法の変化

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

質問15－５　聞いた以後、喫煙など環境を
変えたか

１
　
変
え
た

２
　
変
え
な
か
っ

た

３
　
覚
え
て
い
な
い

無
回
答調

査
数

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



10,900       23            4,488        5,847        217           4              1              320           
0.2 42.4 55.3 2.1 0.0 0.0

5,867        7              2,405        3,148        119           2              -              186           
0.1 42.3 55.4 2.1 0.0 0.0

2,893        11            1,230        1,518        46            2              1              85            
0.4 43.8 54.1 1.6 0.1 0.0

2,417        3              954           1,317        62            1              -              80            
0.1 40.8 56.4 2.7 0.0 0.0

1,646        3              719           844           15            2              -              63            
0.2 45.4 53.3 0.9 0.1 0.0

2,972        8              1,182        1,641        56            1              1              83            
0.3 40.9 56.8 1.9 0.0 0.0

1,725        4              780           864           32            -              -              45            
0.2 46.4 51.4 1.9 0.0 0.0

2,140        5              853           1,181        52            -              -              49            
0.2 40.8 56.5 2.5 0.0 0.0

484           -              154           307           13            -              -              10            
0.0 32.5 64.8 2.7 0.0 0.0

1,656        5              699           874           39            -              -              39            
0.3 43.2 54.1 2.4 0.0 0.0

表２－１６．保護者の年齢

保護者の年齢

１
０
代

２
０
代

３
０
代

４
０
代

５
０
代

６
０
代
以
上

無
回
答

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市

調
査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県



10,900     201         10,334     365         10,900       4,740        4,401        1,416        180           45   118     
1.9 98.1 44.0 40.8 13.1 1.7 0.4

5,867       100         5,551       216         5,867        2,570        2,351        752           101           21   72       
1.8 98.2 44.3 40.6 13.0 1.7 0.4

2,893       65           2,729       99           2,893        1,119        1,243        433           54            16   28       
2.3 97.7 39.1 43.4 15.1 1.9 0.6

2,417       52           2,272       93           2,417        1,006        986           345           40            8     32       
2.2 97.8 42.2 41.3 14.5 1.7 0.3

1,646       28           1,548       70           1,646        680           691           212           33            6     24       
1.8 98.2 41.9 42.6 13.1 2.0 0.4

2,972       63           2,811       98           2,972        1,273        1,211        385           59            13   31       
2.2 97.8 43.3 41.2 13.1 2.0 0.4

1,725       22           1,649       54           1,725        730           706           243           23            10   13       
1.3 98.7 42.6 41.2 14.2 1.3 0.6

2,140       36           2,054       50           2,140        1,051        807           231           25            8     18       
1.7 98.3 49.5 38.0 10.9 1.2 0.4

484         6            470         8            484           266           176           36            3              1     2         
1.3 98.7 55.2 36.5 7.5 0.6 0.2

1,656       30           1,584       42           1,656        785           631           195           22            7     16       
1.9 98.1 47.9 38.5 11.9 1.3 0.4

表２－１８．子どもの数

調
査
数

子どもの数

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答

回 答 数

層
化

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市

表２－１７．保護者の性別

保護者の性別

男
性

女
性

無
回
答調

査
数

層
化

回 答 数

市部

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

広島県

政令指定都市

横浜市

広島市



10,900       5,089        4,055        1,281        162           40            273           
47.9 38.2 12.1 1.5 0.4

5,867        2,719        2,182        688           90            17            171           
47.7 38.3 12.1 1.6 0.3

2,893        1,272        1,120        383           48            15            55            
44.8 39.5 13.5 1.7 0.5

2,417        1,109        890           311           38            6              63            
47.1 37.8 13.2 1.6 0.3

1,646        743           638           193           29            4              39            
46.2 39.7 12.0 1.8 0.2

2,972        1,358        1,126        346           51            12            79            
46.9 38.9 12.0 1.8 0.4

1,725        781           648           221           20            10            45            
46.5 38.6 13.2 1.2 0.6

2,140        1,098        753           210           24            8              47            
52.5 36.0 10.0 1.1 0.4

484           267           175           30            3              1              8              
56.1 36.8 6.3 0.6 0.2

1,656        831           578           180           21            7              39            
51.4 35.7 11.1 1.3 0.4

対象児童の出生順位

無
回
答調

査
数

広島県

政令指定都市

横浜市

町村部

新潟県

岐阜県

静岡県

表２－１９．対象幼児の出生順位

広島市

５
番
目
以
上

１
番
目

２
番
目

３
番
目

４
番
目

層
化

回 答 数

市部


